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〇平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用される。

・税の滞納等に対して課される延滞税および延納等に対して課される利子税について、その割合の計算方法が変わり、割合
が引下げられます。

・税の還付等に対して付される還付加算金についても同様に計算方法が変わり、その割合が引下げられます。

・現在の低金利の状況に合わせ 、事業者等の負担を軽減する観点等から見直しが図られた。 なお、延滞税については、早
期納付を促す観点から、納税猶予等の場合を除き特例基準割合に一定の割合（７．３％または１％）が加算される。

１．改正の概要

２．実務上の留意点

平成２５年度 税制改正解説
延滞税、利子税、還付加算金の割合の引下げ

速 報

（※1） 基準割引率とは、日本銀行法に定める商業手形の基準割引率のことをいい、毎年その前年の１１月３０日現在の割合を用いて計算する。
（※２） 改正前の４．３％の割合は平成２４年１１月３０日現在の基準割引率（０．３％）を用いて計算している。
（※３） 特例基準割合とは、銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）の前々年10月～前年9月の平均として財務大臣が告示する割合に１％を加算した割合をいう。
（※４） 参考割合は、上記（※３）の貸出約定平均金利の年平均を１％と仮定して計算している。
（※５） 相続税・贈与税の利子税の割合が7.3％に満たない場合には、「利子税の割合（本則）×特例基準割合/7.3％」で算定した割合とする。

〇地方税における延滞金等についても、同様の見直しが行われる。

（割合はすべて年率）

計算方法 割合 計算方法 参考割合（※４）

①
納期限を過ぎた場合
（②、③を除く）

－ １４．６％ 特例基準割合（※３）＋７．３％ ９．３％

② 納期限後２ヶ月以内等 特例基準割合＋１．０％ ３．０％

③
事業廃止等の納税猶予等の場
合（全額免除の場合を除く）

特例基準割合

特例基準割合（※５）

特例基準割合

基準割引率（※１）
＋

４．０％

（７．３％を超える場合に
は７．３％が上限）

４．３％（※２）

利子税（主なもの）

区　　　分
改正後

２．０％

改正前

延滞税

還付加算金

（割合はすべて年率）
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・相続税・贈与税の利子税の割合が年7.3％に満たない場合の利子税の割合は、「利子税の割合（本則）×特例基準割合/7.3％」
で算定した割合に引き下げられます。

・特例基準割合とは、銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）の前々年10月～前年9月の平均として財務大臣が告示する割合に
１％を加算した割合をいいます。

・平成26年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用される。

１．改正の概要

２．実務上の留意点

平成２５年度 税制改正解説
相続税の延納等に係る利子税の割合の引下げ

速 報

（割合はすべて年率）

改正後

不動産等(※1.2)の割合 対象 本則 特例利子税率(※3) 参考割合（※4）

不動産等の価額に対応する税額 20年 3.6% 2.1％ 0.9%

動産等の価額に対応する税額 10年 5.4% 3.1％ 1.4%

不動産等の価額に対応する税額 15年 3.6% 2.1％ 0.9%

動産等の価額に対応する税額 10年 5.4% 3.1％ 1.4%

立木に対応する税額 ５年 4.8% 2.8％ 1.3%

立木以外の財産に対応する税額 ５年 6.0% 3.5％ 1.6%
50％未満

主な区分 延納期間
(最高)

改正前

75％以上

50％以上75％未満

（割合はすべて年率）１ 相続税の延納に係る利子税

２ 非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税

改正後

本則 特例利子税率 参考割合（※4）

3.6% 2.1％ 0.9%

対象

納税猶予期限の確定した猶予税額

改正前

（※1） 不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用減価償却資産並びに特定同族会社の株式及び出資をいう。
（※2） 不動産等の中に計画伐採立木又は特別緑地保全地区等内にある土地がある場合には、延納期間・利子税割合について上記表とは別の特例がある。
（※3） 改正前の特例利子税率は、平成24年11月30日現在の基準割引率（0.3％）を用いて計算している。
（※4） 参考割合は、貸出約定平均金利の年平均を1.0％と仮定して計算している。（下記2の相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税の計算においても同じ。）
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